
コンプライアンス委員会
令和３年12月17日
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コンプライアンスに関する注意喚起

飲酒の機会が多くなる時期ですので、以下を踏まえた適切な対応をお願いします。

１．デジタル庁における職務上知ることのできた秘密の保持に留意してください。

飲酒等会合の際の話題には、相応の注意をお願いします。また、飲食店等では、職員以外
の方が会話の内容を聞いている可能性があることにも配意してください。

２．官職の信用を傷つけたり、国民の疑惑や不信を招いたりするような行為はしないで
ください。
勤務時間外の私的な行為であっても、酒気帯び運転（自転車を含む。）、窃盗、暴行等は、

国家公務員法違反（信用失墜行為の禁止）に当たることがあります。また、利害関係者と共
に飲食をして、自己の飲食費用を負担してもらったり、手土産をもらったりすることは、国
家公務員倫理規程により禁止されています。

３．新型コロナ対策について適切な対応をお願いします。

飲食店利用等の職場外の行動については、基本的対処方針や都道府県知事の要請等を踏まえ、
感染対策を徹底するようお願いします。

令和３年12月８日
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